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◇「上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則」の概要 
 

１ 改正の理由 
 教育課程の編成に当たっては、学習指導要領で示されている標準授業時数を大幅に

上回って編成する必要はなく、教育課程の実施に当たっては、学校における働き方改

革にも配慮した対応をすることが重要となっている。本市においても、令和６年度か

ら週１時間相当の時数を削減するなどして、教職員の負担を軽減しながら特色ある教

育課程を実施してきたが、さらに、授業時数を削減できる余地がある状況である。 

 このような状況の下、上尾市教育委員会においては、令和６年度、児童生徒及び教

職員並びに保護者を対象に「夏季休業期間変更に係るアンケート」を実施し、本市の

夏季休業日の変更について検討を進めてきた。 

 その結果として、授業日数及び授業時数を見直し、児童生徒及び教職員双方の負担

を軽減しながら、学校教育の質の向上を図っていくため、令和７年度から市立小・中

学校における夏季休業日を変更するものである。 

 

２ 改正点 
 ⑴ 第１学期を４月１日から８月３１日までに改めたこと。 

 ⑵ 夏季休業日を７月２１日から８月３１日までに改めたこと。 

 

３ 施行期日  令和７年４月１日 
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◇
上
尾
市
立
小
・
中
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
３
２
年
上
尾
市
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号
）

 
新
旧
対
照
表
 

 

改
正
前
（

 
 
改
正
部
分
）
 

改
正
後
（

 
太
字

 
改
正
部
分
）
 

第
２
章

 
学
年
、
学
期
及
び
休
業
日
 

 （
学
年
及
び
学
期
）
 

第
２
条

 
学
校
の
学
年
は
、
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
３
月

31
日
に
終
わ
る
。
 

 
第
１
学
期

 
４
月
１
日
か
ら
８
月

24
日
ま
で
 

 
第
２
学
期

 
８
月

25
日
か
ら

12
月

31
日
ま
で
 

 
第
３
学
期

 
１
月
１
日
か
ら
３
月

31
日
ま
で
 

 （
休
業
日
等
）
 

第
３
条

 
学
校
に
お
け
る
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
１
）
国
民
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

23
年
法
律
第

17
8
号
）
に
規
定
す
る
休
日

 

 
（
２
）
日
曜
日
及
び
土
曜
日

 

 
（
３
）
県
民
の
日
を
定
め
る
条
例
（
昭
和

46
年
埼
玉
県
条
例
第

58
号
）
に
規
定
す
る
日

 

（
４
）
開
校
記
念
日
 

 
（
５
）
春
期
休
業
日

 
４
月
１
日
か
ら
同
月
７
日
ま
で
 

 
（
６
）
夏
季
休
業
日

 
７
月

21
日
か
ら
８
月

24
日
ま
で
 

 
（
７
）
冬
季
休
業
日

 
12
月

25
日
か
ら
翌
年
１
月
７
日
ま
で
 

 
（
８
）
学
年
末
休
業
日

 
３
月

27
日
か
ら
同
月

31
日
ま
で
 

 
（
９
）
体
験
的
学
習
活
動
等
休
業
日

 
６
月
の
第
２
金
曜
日
 

 
（
10
）
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
校
長
が
教
育
上
特
に
必
要
と
認
め
、
上
尾
市
教

育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。）

の
承
認
を
受
け
た
日
 

２
 
校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
得
て
休
業
日
に
授
業

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
運
動
会
、
学
芸
会
等
恒
例
の
学
校
行
事
に
伴
う
授
業

に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
代
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
が
あ
っ
て
、
臨
時
に
授
業
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
校
長
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(１
) 

授
業
を
行
わ
な
い
期
間
 

(２
) 

非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
の
概
要
と
そ
の
措
置
 

(３
) 

そ
の
他
校
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

第
２
章

 
学
年
、
学
期
及
び
休
業
日
 

 （
学
年
及
び
学
期
）
 

第
２
条

 
学
校
の
学
年
は
、
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
３
月

31
日
に
終
わ
る
。
 

 
第
１
学
期

 
４
月
１
日
か
ら
８
月

3
1
日
ま
で
 

 
第
２
学
期

 
９
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で
 

 
第
３
学
期

 
１
月
１
日
か
ら
３
月

3
1
日
ま
で
 

 （
休
業
日
等
）
 

第
３
条

 
学
校
に
お
け
る
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
１
）
国
民
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
7
8
号
）
に
規
定
す
る
休
日

 

 
（
２
）
日
曜
日
及
び
土
曜
日
 

 
（
３
）
県
民
の
日
を
定
め
る
条
例
（
昭
和

46
年
埼
玉
県
条
例
第

5
8
号
）
に
規
定
す
る
日

 

（
４
）
開
校
記
念
日
 

 
（
５
）
春
期
休
業
日

 
４
月
１
日
か
ら
同
月
７
日
ま
で
 

 
（
６
）
夏
季
休
業
日

 
７
月

2
1
日
か
ら
８
月

3
1
日
ま
で
 

 
（
７
）
冬
季
休
業
日

 
12
月

2
5
日
か
ら
翌
年
１
月
７
日
ま
で
 

 
（
８
）
学
年
末
休
業
日

 
３
月

27
日
か
ら
同
月

3
1
日
ま
で
 

 
（
９
）
体
験
的
学
習
活
動
等
休
業
日

 
６
月
の
第
２
金
曜
日
 

 
（
10
）
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
校
長
が
教
育
上
特
に
必
要
と
認
め
、
上
尾
市
教

育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。）

の
承
認
を
受
け
た
日
 

２
 
校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
得
て
休
業
日
に
授
業

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
運
動
会
、
学
芸
会
等
恒
例
の
学
校
行
事
に
伴
う
授
業

に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
代
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
が
あ
っ
て
、
臨
時
に
授
業
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
校
長
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(１
) 

授
業
を
行
わ
な
い
期
間
 

(２
) 

非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
の
概
要
と
そ
の
措
置
 

(３
) 

そ
の
他
校
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
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◇令和７年度教育課程の編成について 
 
１ 現状及び課題について 
（１） 昨今の気候変動による気温の上昇に伴い、猛暑日が増え、夏季の登下校や学校生

活において、一層の注意と配慮が求められている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（２） 教育課程の編成に当たっては、「学習指導要領で示されている標準授業時数を大幅

に上回って編成する必要はない。また、教育課程の実施に当たっては、学校におけ
る働き方改革にも配慮した対応を検討することが重要である。（令和５年４月２１日
付文部科学省事務連絡）」と示されている。 

（３） 現在、市内小・中学校では、上記（２）に基づき教育課程を編成しており、令和６
年度からは、週１時間相当の時数を削減しているが、さらに削減できる余地がある。 

 
２ 検討の方針について 

授業日数及び授業日数を見直し、児童生徒及び教職員双方の負担を軽減することを通し

て、学校教育の質の向上を図る。 
（１） 授業時数の適正化を図るとともに、年間を通じた業務の平準化のために、学年や

学校種の実態に即して、一年を通じて週当たりの単位時間数を減少させる。 
（２） 夏季休業期間を延長し、授業日数や授業時数の削減を行う。 
 
３ 夏季休業期間変更に係るアンケート結果 

 
 

児童生徒 
９,２０５名 回答 

教職員 
８７３名 回答 

保護者 
５,７６２名 回答 

夏季休業を
延長するこ
とについて 

賛成 ７５．７％ 
反対 ２４．３％ 

賛成 ８８．０％ 
反対 １２．０％ 

賛成 ４９．３％ 
反対 ５０．７％ 

夏季休業を
延長する期
間について 

８月２９日まで １０．４％ 
８月３１日まで ８９．６％ 

８月２９日まで １０．５％ 
８月３１日まで ８９．５％ 

８月２９日まで  ７．５％ 
８月３１日まで ９２．５％ 

期待される
効果 

・児童生徒一人一人
に目的や興味関心に
応じた学習の時間が
確保できる。 
・児童生徒の熱中症
のリスクが低減され
る。 
・家族との時間や友

達との交流時間が増
加する。 

・熱中症等の環境変
化に応じた教育課程
が編制できる。 
・児童生徒の熱中症
のリスクが低減され
る。 
・教職員の負担軽減
となる。 

・研修時間がより確
保できる。 

・児童生徒の熱中症
のリスクが低減され
る。 
・児童生徒の心身の
リフレッシュが推進
される。 
・家族で過ごす時間
が増加する。 

○本年８月下旬（８月２５日から３１日まで）の気温をみると、高い日では３５℃近
くまで上昇していた。 

○過去１０年間の推移を見ると、近年５年間（令和２年から令和６年まで）と、それ
以前の５年間（平成２７年から令和元年まで）の平均気温を比較すると、約３℃の
上昇が見られた。 

○公益財団法人日本スポーツ協会「熱中症行動指針」は、暑さ指数（WBGT）の段位に
応じた熱中症予防のための行動の目安とすることが推奨されており、上尾市でも

「暑さ指数（WBGT）が３１を超えた際は、原則として運動は中止すること」として
いる。 
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懸念事項 ・個々の学習環境の

違いによって学力差
が生じること。 
・生活リズムの乱れ
や運動不足、友達との
交流機会が減少する
こと。 

・授業時数を適切に

確保すること。 
・学校行事、授業計画
等など、教育課程を見
直すこと。 

・昼食の準備や子供

を世話する時間が増
加し、保護者の負担が
増加すること。 
・授業時間の減少に
よる学力低下が懸念
されること。 
・生活リズムが乱れ
ること。 
・自宅で過ごす時間
が増加し、SNSを通じ、
トラブルなどへ巻き

込まれる懸念がある
こと。 

 
４ 夏季休業日が延長することに対する対応について 
（１）令和７年度の授業時数確保について 
   令和７年８月２５日（月）から２９日（金）までの５日間が休業日となった場合の

授業時数の減数 

学年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

減数 －25時間 －26時間 －28時間 －29時間 －29時間 －29時間 －29時間 －29時間 －29時間 

上記のとおり、授業時数は減少するが、標準授業時数以外の授業時数は確保されてお
り、「学校行事・児童会生徒会活動」及び「欠時」を精査することで、夏季休業日の延長

により授業時数が削減されたとしても総時数は確保できる状況である。 
（２）学力の低下、生活リズムの乱れについて 
  ア 市内小・中学校では、学年だよりや学年集会等で、夏季休業中の過ごし方を指導

している。また、学校によっては、夏季休業中の計画表を作成させている。 
  イ ICT 端末を持ち帰ることで、アプリやソフトを活用したオンライン学習が可能で

ある。家庭学習については、各学校の実態に応じて適切に設定していく。 
（３）家庭への負担について 
  ア 夏季休業期間が延長された場合においても、学童については受入が可能である。 
  イ 給食については、給食開始日及び終了日を調整し、年間食数は令和６年度と同程

度の食数を提供する予定である。 
 

５ 本市の方向性について 
 上尾市立小・中学校管理規則の一部改正を行い、夏季休業期間、学期期間の変更を行う。 
なお、施行日は、令和７年４月１日とする。 

（１） 夏季休業期間を７月２１日から８月３１日までとする。 
（２） 第１学期を４月１日から８月３１日、第２学期を９月１日から１２月３１日まで

とする。 
 
６ 今後のスケジュールについて 
（１）１月定例教育委員会に議案提出 
（２）議決後、速やかに関係機関に通知・連絡するとともに市ホームページに掲載する 
   ・各学校及び保護者 

   ・市内関係機関（保育園、保育所、幼稚園、認定こども園、高等学校、特別支援学
校、学童、自治会、警察など） 
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上
尾

市
の

学
校

施
設

の
約

80
％

が
、

建
設

か
ら

40
年

が
経

過
し

、
計

画
的

な
施

設
更

新
が

課
題

と
な

っ
て

い
る

状
況

か
ら

、
上

尾
市

学
校

施
設

更
新

計
画

と
連

携
し

な
が

ら
、

学
校

給
食

施
設

に
つ

い
て

も
、

更
新

が
必

要
と

な
っ

て
い

る
。

施
設

更
新

に
あ

っ
て

は
、

令
和

5
年

3月
に

策
定

し
た

「
上

尾
市

学
校

給
食

基
本

方
針

」
に

掲
げ

た
5つ

の
方

針
の

実
現

を
前

提
に

、
施

設
の

老
朽

化
や

現
行

の
衛

生
管

理
基

準
へ

の
不

適
合

と
い

う
懸

案
の

解
消

を
目

指
し

て
策

定
す

る
。

本
計

画
で

は
、

課
題

を
整

理
し

た
上

で
、

新
し

い
給

食
施

設
更

新
費

用
の

算
出

と
比

較
を

行
い

、
将

来
の

本
市

に
お

け
る

学
校

の
給

食
提

供
方

式
に

つ
い

て
方

向
性

を
提

示
す

る
。

は
じ
め

に

学
校
施
設
更
新
計
画
基
本
方
針

学
校
施
設
更
新
計
画
基
本
計
画

学
校
施
設
更
新
計
画
実
施
計
画

上
尾

市
学

校
給

食
基

本
方

針
（R

5
.3

）

上
尾

市
学

校
給

食
施

設
基

本
計

画
（R

6
策

定
中

）

連
携

学
校

給
食

基
本

方
針

安
全

・
安

心

ア
レ
ル

ギ
ー

対
応

持
続

可
能

食
育

お
い

し
さ

【
現

状
】

〇
小

学
校

は
昭

和
3
1年

か
ら

自
校

方
式

。
中

学
校

は
平

成
5年

か
ら

セ
ン

タ
ー

＆
サ

テ
ラ

イ
ト

方
式

。
①

給
食

施
設

の
老

朽
化

や
学

校
給

食
衛

生
管

理
基

準
(
平

成
21

年
施

行
)へ

の
不

適
合

：
②

給
食

の
調

理
体

制
(給

食
調

理
員

)
：

・
小

学
校

は
「

直
営

方
式

」
⇒

給
食

調
理

員
の

人
員

不
足

が
続

く
・

中
学

校
は

「
業

務
委

託
方

式
」

⇒
献

立
に

よ
っ

て
調

理
後

2時
間

以
内

で
の

喫
食

が
難

し
い

時
も

。
サ

テ
ラ

イ
ト

調
理

場
に

多
く

の
設

備
や

人
員

の
配

置
が

必
要

。
③

学
校

給
食

と
食

育
：

・
児

童
生

徒
の

健
全

な
体

づ
く

り
に

寄
与

す
る

と
共

に
、

食
に

対
す

る
正

し
い

理
解

と
適

切
な

判
断

力
を

育
む

食
育

の
場

。
・

「
学

校
給

食
実

施
基

準
」

に
準

じ
た

献
立

。
国

産
品

を
中

心
に

、
安

全
・

安
心

な
食

材
の

選
定

に
こ

だ
わ

っ
た

選
定

を
実

施
。

・
味

付
け

、
適

温
で

の
配

食
、

児
童

生
徒

の
好

み
な

ど
「

お
い

し
さ

」
を

追
求

。
④

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
の

必
要

性
：

ア
レ

ル
ギ

ー
を

有
す

る
児

童
生

徒
が

増
加

傾
向

に
。

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
の

充
実

を
求

め
る

声
も

。

計
画

の
位

置
づ

け

①
学

校
給

食
運

営
の

現
状

と
課

題

【
課

題
】

給
食

施
設

の
老

朽
化

へ
の

対
応

、
学

校
給

食
衛

生
管

理
基

準
に

適
応

し
た

施
設

の
整

備
、

給
食

調
理

員
の

人
手

不
足

の
解

消
、

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
の

推
進

に
取

り
組

ん
で

い
く

必
要

が
あ

る
。
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②
新

し
い

給
食

施
設

に
求

め
ら
れ

る
設

備

(
1)
学
校

給
食
衛

生
管
理

基
準

へ
の

適
合

平
成

2
1年

に
「

学
校

給
食

衛
生

管
理

基
準

」
が

学
校

給
食

法
(第

9条
)に

位
置

付
け

ら
れ

た
。

(基
準

に
示

さ
れ

た
主

な
も

の
)

①
汚

染
作

業
区

域
（

検
収

室
、

食
品

保
管

庫
、

下
処

理
室

な
ど

）
と

非
汚

染
作

業
区

域
（

調
理

室
、

配
膳

室
な

ど
）

を
隔

壁
で

仕
切

る
②

調
理

場
へ

の
ド

ラ
イ

シ
ス

テ
ム

採
用

③
水

の
落

下
防

止
の

あ
る

3槽
シ

ン
ク

の
設

置

(
2)
空
調

設
備
の

導
入

※
学

校
給

食
衛

生
管

理
基

準
関

連
事

項
※

・
小

中
学

校
内

の
給

食
調

理
場

で
は

33
施

設
中

3
2
施

設
で

未
整

備
の

状
態

。
調

理
員

の
身

体
的

負
担

が
大

き
く

な
っ

て
い

る
。

(
3)
食
の

安
全
性

や
作
業

効
率

を
考

慮
し
た
レ

イ
ア

ウ
ト

作
成

・
食

の
安

全
を

確
保

し
な

が
ら

、
調

理
作

業
に

注
力

し
や

す
い

給
食

施
設

と
す

る
た

め
、

汚
染

作
業

区
域

と
非

汚
染

作
業

区
域

間
の

食
材

等
の

受
け

渡
し

は
パ

ス
ス

ル
ー

式
に

す
る

こ
と

や
作

業
動

線
を

一
方

向
と

す
る

こ
と

な
ど

の
検

討
が

必
要

。

(
4)
省
力

化
・
省

人
化
・

省
エ

ネ
を

図
っ
た
設

備
の

導
入

⇒
学

校
給
食

衛
生

管
理

基
準

へ
の

適
合

に
よ

る
調

理
員

増
加

へ
の

対
応

(
5)
地
産

地
消
を

推
進
す

る
た

め
の

炊
飯
設
備

等
の

導
入

⇒
炊

飯
設
備

の
導

入
に

加
え

、
地

場
産

農
産

物
の

調
理

加
工

へ
の

対
応

(
6)
ア
レ

ル
ギ
ー

食
専
用

調
理

室
の

設
置
⇒

そ
の

他
、

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
献

立
の

作
成

や
給

食
調

理
員

の
育

成
な

ど
も

検
討

。

上
尾

市
学

校
給

食
基

本
方

針
（

安
全

安
心

な
給

食
／

お
い

し
い

給
食

／
食

育
の

促
進

／
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

の
促

進
／

持
続

可
能

な
給

食
体

制
）

を
具

現
化

し
、

ま
た

現
在

、
学

校
給

食
を

取
り

巻
く

課
題

を
解

消
す

る
た

め
に

、
新

し
い

給
食

施
設

に
求

め
ら

れ
る

設
備

な
ど

に
つ

い
て

挙
げ

て
い

く
。

整
備
項
目
を
ベ
ー
ス
に
、
新
し
い
学
校

給
食
施

設
を
試

算
す
る

〇
整

備
項
目
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③
学

校
給

食
提

供
方

式
の

検
討

「
新

し
い

給
食

施
設

に
求

め
ら

れ
る

設
備

」
で

記
し

た
設

備
等

を
備

え
た

施
設

を
建

設
し

た
場

合
に

見
込

ま
れ

る
費

用
に

つ
い

て
、

小
学

校
と

中
学

校
に

分
け

て
、

モ
デ

ル
を

作
成

し
、

そ
れ

ら
の

比
較

・
検

討
の

作
業

を
行

っ
た

。 維
持
費

運
営
費

No
1/
自
校
方
式
【
全
校
】

8,
56

6
26

3
86

.8
1

1.
46

10
.3

1
11

.7
7

79
3.

74
No
2/
セ
ン
タ
ー
方
式
【
全
校
（
1か

所
）
】

8,
07

3
94

76
.8

3
1.

14
5.

30
6.

44
46

3.
29

No
3/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
2か

所
）
】

8,
35

4
10

8
79

.6
6

1.
07

5.
82

6.
89

50
0.

20
No
4/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
3か

所
）
】

8,
62

9
12

4
82

.4
4

1.
23

6.
53

7.
76

54
8.

44
No
5/
親
子
方
式
【
小
学
校
】

検
証
No
／
提
供
方
式

総
延
床

面
積
(㎡
)

給
食
調
理

員
数
(人
)

コ
ス
ト
（
億
円
）

初
期
費
用

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
（
年
間
）

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

（
60
年
間
）

他
と
同
条
件
に
な
ら
な
い
た
め
算
出
せ
ず

維
持
費

運
営
費

No
1/
自
校
方
式
【
全
校
】

4,
51

6
13

0
45

.4
6

0.
71

5.
03

5.
74

39
0.

19
No
2/
セ
ン
タ
ー
方
式
【
全
校
（
1か

所
）
】

4,
03

7
54

38
.4

2
0.

57
2.

87
3.

44
24

4.
92

No
3/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
2か

所
）
】

4,
31

8
62

41
.2

4
0.

61
3.

3
3.

91
27

6.
45

No
4/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
3か

所
）
】

4,
26

4
77

40
.6

9
0.

60
3.

80
4.

40
30

5.
38

No
5/
親
子
方
式
【
中
学
校
】

No
6/
セ
ン
タ
ー
＆
サ
テ
ラ
イ
ト
方
式
【
全
校
】

4,
89

0
10

1
52

.3
9

0.
88

3.
95

4.
83

34
2.

93
他
と
同
条
件
に
な
ら
な
い
た
め
算
出
せ
ず

検
証
No
／
提
供
方
式

総
延
床

面
積
(㎡
)

給
食
調
理

員
数
(人
)

コ
ス
ト
（
億
円
）

初
期
費
用

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
（
年
間
）

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

（
60
年
間
）

〇
小

学
校

の
検

証
結

果

〇
中

学
校

の
検

証
結

果

費
用

の
差

を
生

じ
さ

せ
る

大
き

な
要

因
は

、
給

食
調

理
員

の
人

数
。

こ
れ

が
ラ

ン
ニ

ン
グ

コ
ス

ト
に

反
映

し
、

コ
ス

ト
差

を
生

じ
さ

せ
て

い
る

。

◆
検

証
結

果
の

比
較

(
定

数
評

価
)
◆
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2
2

0
2

3
9

3
3

3
3

0
12

3
3

2
3

2
13

3
3

2
3

3
14

3
3

0
3

3
12合
計

No
1/
自
校
方
式
【
全
校
】

No
2/
セ
ン
タ
ー
方
式
【
全
校
（
1か

所
）
】

No
3/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
2か

所
）
】

No
4/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
3か

所
）
】

課
題
改
善
の
有
無

老
朽
化
へ
の

対
応

衛
生
管
理
基

準
へ
の
適
合

調
理
員
の
不

足
ア
レ
ル
ギ
ー

対
応

2時
間
喫
食

＜
小
学
校
＞
検
証
No
／
提
供
方
式

No
5/
親
子
方
式
【
小
学
校
：
3校

】

2
2

0
2

3
9

3
3

3
3

0
12

3
3

3
3

2
14

3
3

3
3

3
15

3
3

0
3

3
12

2
2

0
2

0
6

課
題
改
善
の
有
無 ア
レ
ル
ギ
ー

対
応

２
時
間
喫
食

合
計

老
朽
化
へ
の

対
応

衛
生
管
理
基

準
へ
の
適
合

調
理
員
の
不

足

No
6/
セ
ン
タ
ー
＆
サ
テ
ラ
イ
ト
方
式
【
全
校
】

No
1/
自
校
方
式
【
全
校
】

No
2/
セ
ン
タ
ー
方
式
【
全
校
（
1か

所
）
】

No
3/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
2か

所
）
】

No
4/
セ
ン
タ
ー
【
全
校
（
3か

所
）
】

No
5/
親
子
方
式
【
中
学
校
：
2校

】

＜
中
学
校
＞
検
証
No
／
提
供
方
式

新
し

い
給

食
施

設
に

よ
る

学
校

給
食

の
諸

課
題

へ
の

対
応

の
可

否
に

つ
い

て
、

小
学

校
と

中
学

校
に

分
け

各
モ

デ
ル

ご
と

に
評

価
し

た
結

果
。

〇
小

学
校

で
は

、
現

行
の

方
式

か
ら

の
集

約
化

を
図

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

調
理

員
不

足
な

ど
の

課
題

を
解

消
し

や
す

く
し

、
さ

ら
に

将
来

の
費

用
負

担
を

軽
減

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

〇
中

学
校

に
お

い
て

は
、

現
行

の
方

式
か

ら
、

セ
ン

タ
ー

を
分

散
化

し
、

か
つ

サ
テ

ラ
イ

ト
調

理
場

の
集

約
化

を
図

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

よ
り

効
率

的
な

運
営

が
可

能
で

あ
る

。

〇
小

学
校

の
検

証
結

果

〇
中

学
校

の
検

証
結

果

◆
検

証
結

果
の

比
較

(
定

性
評

価
)
◆

＜
総

括
＞

〇
小

中
学

校
と

も
に

、
「

調
理

員
の

不
足

」
や

「
調

理
後

２
時

間
以

内
に

喫
食

可
能

か
」

ど
う

か
が

、
評

価
が

分
か

れ
た

ポ
イ

ン
ト

と
な

っ
た

。

〇
施

設
の

老
朽

化
や

衛
生

管
理

基
準

へ
の

適
合

な
ど

、
施

設
の

更
新

期
間

が
長

期
化

す
る

か
ど

う
か

も
評

価
ポ

イ
ン

ト
と

な
っ

た
。
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④
学

校
給

食
施

設
整

備
の

方
向

性

各
モ

デ
ル

の
検

証
結

果
を

踏
ま

え
、

児
童

生
徒

に
安

全
安

心
で

お
い

し
い

学
校

給
食

を
提

供
す

る
こ

と
を

第
一

に
考

え
、

将
来

に
わ

た
り

持
続

可
能

な
給

食
調

理
体

制
の

構
築

と
い

う
観

点
か

ら
、

本
市

に
お

い
て

目
指

す
べ

き
学

校
給

食
提

供
方

式
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

〇
給

食
施

設
の

建
設

や
運

営
に
関

わ
る
費

用
(
小

中
学

校
合

同
の
場

合
)

調
理

員
の
人

員
の
確
保

や
2時

間
喫
食

の
問
題

な
ど

も
解

消
し
な
が

ら
、

安
全

で
お
い
し

い
給

食
を

提
供
し
、

将
来

に
わ

た
っ

て
安

定
し
て
給

食
を

提
供

し
て
い
く

た
め

に
は

、
市
内
に

数
か

所
の

給
食
セ
ン

タ
ー

を
整

備
し
て
い

く
。

〇
今

後
の

方
向

性

〇
⑤

「
小

学
校

は
自

校
方

式
、

中
学

校
は

セ
ン

タ
ー

＆
サ

テ
ラ

イ
ト

方
式

」
の

場
合

、
調

理
員

は
3
64

人
と

試
算

。
事

業
費

用
の

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

は
1,

13
6億

円
が

見
込

ま
れ

る
。

④
「

セ
ン

タ
ー

３
か

所
方

式
」

で
は

、
調

理
員

数
15

5人
。

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

は
72

4
億

円
。

比
較

す
る

と
、

調
理

員
数

の
は

20
9
人

差
。

コ
ス

ト
は

初
期

費
用

で
24

億
円

、
ラ

ン
ニ

ン
グ

コ
ス

ト
で

年
間

約
６

億
円

の
差

が
生

じ
る

。
LC

C
は

41
2億

円
の

差
。

〇
自

校
の

給
食

室
や

サ
テ

ラ
イ

ト
調

理
場

は
、

学
校

敷
地

内
で

調
理

を
し

て
い

る
面

で
の

メ
リ

ッ
ト

が
あ

る
も

の
の

、
建

替
え

に
あ

た
り

、
現

在
よ

り
も

2
5％

か
ら

30
％

程
度

の
広

い
面

積
が

必
要

と
な

る
。

ま
た

、
多

く
の

調
理

員
が

必
要

と
な

る
。

こ
の

こ
と

か
ら

建
設

費
や

人
件

費
な

ど
の

費
用

面
、

調
理

員
の

人
員

確
保

な
ど

、
将

来
の

給
食

運
営

が
非

常
に

厳
し

く
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。維

持
費

運
営

費
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 検
証

N
o／

提
供

方
式

総
延

床
面

積
（

㎡
）

配
置

調
理

員
数

（
人

）
コ

ス
ト

（
億

円
）

正
規

非
正

規
合

計
初

期
費

用
ラ

ン
ニ

ン
グ

コ
ス

ト
（

年
間

）

①
自

校
方

式
②

セ
ン

タ
ー

（
1か

所
）

③
セ

ン
タ

ー
（

2か
所

）
④

セ
ン

タ
ー

（
3か

所
）

⑤
自

校
方

式
(小

)、
セ

ン
タ

ー
＆

サ
テ

(中
)

総
調

理
能

力
（

食
）

LC
C

（
60

年
間

）

-
 
1
0
 
-



★
検

討
課

題
★

事
業

用
地

の
選

定
／

給
食

セ
ン

タ
ー

の
施

設
や

設
備

の
詳

細
検

討
／

配
送

校
等

の
決

定
／

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
基

準
の

検
討

と
対

応
食

の
検

討
／

給
食

調
理

員
の

人
材

確
保

(外
部

委
託

等
を

含
め

)／
給

食
セ

ン
タ

ー
の

付
帯

機
能

の
検

討
な

ど

〇
今

後
の

整
備

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

1年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目

６
年
目

７
年
目

８
年
目

９
年
目

10
年
目

用
地
選
定
・
事
業
決
定

基
本
設
計
・
実
施
設
計

建
設
工
事

試
運
転
・
準
備

供
用
開
始

〇
今

後
の

計
画

の
実

現
に
向
け
て

市
内

に
複

数
の

給
食

セ
ン

タ
ー

を
設

置
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

既
存

の
課

題
の

解
消

が
期

待
で

き
る

一
方

で
、

「
栄

養
教

諭
の

配
置

人
数

が
減

少
す

る
こ

と
」

や
「

調
理

し
て

い
る

様
子

が
見

え
に

く
く

な
る

」
な

ど
、

変
更

す
る

こ
と

に
伴

う
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
。

・
今

後
、

給
食

セ
ン

タ
ー

方
式

へ
移

行
し

た
場

合
に

お
い

て
、

調
理

の
状

況
な

ど
が

見
学

で
き

る
見

学
通

路
を

セ
ン

タ
ー

内
に

整
備

す
る

な
ど

「
食

育
学

習
セ

ン
タ

ー
（

仮
）

」
の

要
素

を
持

た
せ

る
こ

と
を

検
討

す
る

。
・

学
校

の
IC

T
化

が
促

進
さ

れ
る

中
で

、
「

食
育

の
デ

ジ
タ

ル
化

」
も

有
効

な
手

法
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
取

り
組

み
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

・
食

育
の

取
り

組
み

に
お

い
て

も
、

SD
G
sの

考
え

方
を

踏
ま

え
、

相
互

に
連

携
す

る
視

点
を

持
っ

て
推

進

-
 
1
1
 
-
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